第7回南風原町社会福祉大会表彰要領

第７回南風原町社会福祉大会表彰規程（以下「規程」という）の事項に定めがたい事柄について、下記の要領でもって表彰の審査にあたる。

記
（１）社会福祉事業

　　　規程でいう社会福祉事業とは社会福祉法第２条に規定する事業及びそれに準ずる事業をいう

（２）特別功労者（様式１号）
アの「特に功労」とは、社会福祉事業に対する特別かつ多大な貢献をさす。

イは「感謝対象」とし「多額の金品」とは、個人３０万円、団体５０万円以上とする。ただし累計して個人３０万円、団体５０万円に達した場合も含まれる。

ウの「奉仕活動」についてはボランティア（個人）活動歴７年以上の者。

　　
（３）民生委員・児童委員永年勤続功労者（様式２号）
　　 アの勤続年数は令和８年１月１５日現在で算定する。ただし　民生委員・児童委員の改選年度に限り１１月３０日現在で算定することができる。
（４）優良社会福祉地域団体（様式３号）
　　 ア活動歴７年以上の団体。ただし、活動の頻度は平均月１回以上であること。
